
平成２３年６月１０日（金）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６９号 

 1

 

     大和高田市公大和高田市公大和高田市公大和高田市公報報報報                                                                                
市 章                                  市の木：さざんか 

 

目目目目            次次次次    

条例条例条例条例    

○大和高田市母子医療費助成条例の一部を改正する条例････････････････（保 険 医 療 課）･････ 3    

規則規則規則規則    

○大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業 

実施要綱の一部を改正する告示･････････････････････････････････････（介 護 保 険 課）･････ 7 

○大和高田市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱･････････････････（保 険 医 療 課）･････13 

○放置自転車等の移動・保管･･･････････････････････････････････････（生 活 安 全 課）･････18 

○大和都市計画高度地区の変更の縦覧･･･････････････････････････････（都 市 計 画 課）･････19 

○大和都市計画準防火地域の変更の縦覧･････････････････････････････（ 〃  ）･････19 

○大和都市計画生産緑地地区の変更の縦覧･･･････････････････････････（ 〃  ）･････20 

○大和都市計画地区計画（神楽・池尻地区）の決定の縦覧･･････････････（ 〃  ）･････20 

○大和都市計画地区計画（菅原地区）の決定の縦覧･･･････････････････（ 〃  ）･････20 

○引取りのない放置自転車等の処分･････････････････････････････････（生 活 安 全 課）･････21 

○大和高田市子宮頚がん等予防ワクチン接種費用助成要綱･････････････（健 康 増 進 課）･････21 

○違反広告物の保管･･･････････････････････････････････････････････（都 市 計 画 課）･････23 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    

○大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する 

告示･････････････････････････････････････････････････････････････（教 育 総 務 課）･････30 

○政治倫理の確立のための大和高田市長の資産等の公開に関する条例施行  

規則の一部を改正する規則･････････････････････････････････････････（秘 書 課）･････ 4 

○大和高田市国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則･･･････（保 険 医 療 課）･････ 5 

○大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則･･･････（健 康 増 進 課）･････ 5 

訓令訓令訓令訓令    

○病院情報システム基本計画策定等支援業務委託事業者選定委員会設置要 

綱･･･････････････････････････････････････････････････････････････(市立病院医療情報企画課）･････ 5

告示告示告示告示 

○大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示･･････（人 事 課）･････ 6 

○臨時議会の招集･････････････････････････････････････････････････（財 政 課）･････18 

○平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１ 

号）等の要領の公表･･･････････････････････････････････････････････（財 政 課）･････23 

○放置自転車等の移動・保管･･･････････････････････････････････････（生 活 安 全 課）･････25 

公告公告公告公告    

○農用地利用集積計画の縦覧･･･････････････････････････････････････（産 業 振 興 課）･････26 

○流域認可公告･･･････････････････････････････････････････････････（下 水 道 課）･････26 

○大和高田市文化会館総合管理等業務委託に関する条件付き一般競争入札 

公告･････････････････････････････････････････････････････････････（契 約 監 理 室）･････26 

○大和高田市水道事業エアコン購入に関する条件付き一般競争入札公告 

･････････････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････28 



平成２３年６月１０日（金）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６９号 

 2

○大和高田市公民館自主グループ活動要綱の一部を改正する告示･･･････（生 涯 学 習 課）･････31 

○教育委員会６月定例委員会の招集･････････････････････････････････（教 育 総 務 課）･････32 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    

○選挙管理委員会の招集･･･････････････････････････････････････････（選挙管理委員会）･････32 

○選挙管理委員会の招集･･･････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････33 

○平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙における各候補者から提 

出のあった選挙運動に関する収入及び支出の要旨･････････････････････（ 〃  ）･････33 

○平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選挙における各候補者 

から提出のあった選挙運動に関する収入及び支出の要旨･･･････････････（ 〃  ）･････35 

○選挙管理委員会の招集･･･････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････57 

○平成２３年４月２７日付けをもって提起された平成２３年４月２４日 

執行の大和高田市議会議員選挙に係る異議申出についての決定･･･････（ 〃  ）･････58 

○選挙管理委員会の招集･･･････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････58 

○選挙人名簿に登録した者の氏名及び住所等を記載した書面並びに在外人 

名簿に登録した者の氏名及び経由領事館の名称等を記載した書面の縦覧場 

所･･･････････････････････････････････････････････････････････････（ 〃  ）･････58 

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    

○農業委員会６月定例委員会の招集････････････････････････････････（農 業 委 員 会）･････58 

公平委員会公平委員会公平委員会公平委員会    

○大和高田市公平委員会議事規則の一部を改正する規則････････････････（公 平 委 員 会）･････59 

公営企業公営企業公営企業公営企業    

○指定給水装置工事事業者の指定･･････････････････････････････････（水 道 工 務 課）･････60 

○指定給水装置工事事業者の廃止の届出････････････････････････････（ 〃  ）･････60 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



平成２３年６月１０日（金）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６９号 

 3

    

 

 

条例第条例第条例第条例第１１１１３３３３号号号号    

 大和高田市母子医療費助成条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２３年５月１３日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市母子医療費助成条例の一部を改正する条例 

 大和高田市母子医療費助成条例（平成８年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例 

 第１条中「母子家庭の母子」を「ひとり親家庭の親子等」に改める。 

 第２条中「母子家庭の母子」を「者」に改め、「者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護を受けている世帯に属する者を除く。）で国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）に

よる被保険者又は規則で定める社会保険各法（以下「社会保険各法」という。）による被保険者、組

合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者である」を削り、同条第１号ア中「１８歳未満の児童（１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。以下同じ。）を現に扶養している

者及びその１８歳未満の児童」を「１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童（以

下「対象児童」という。）を現に扶養しているもの」に改め、同号ウ中「イに掲げる児童」を「エに

掲げる者」に、「又は婚姻（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。）をしたことのない女子」を「、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をした

ことのない男子」に改め、同号ウを同号オとし、同号イ中「１８歳未満の児童」を「対象児童」に改

め、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加える。 

  イ 母子及び寡婦福祉法第１７条に規定する配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係

 

 

 

 

◇大和高田市母子医療費助成条例の一部を改正する条例  

１ 改正の理由 

 母子医療費助成制度の対象者を父子家庭等へも拡大することに伴い、所要の規定の整備を行う 

ものです。 

２ 改正の内容 

  （１） 題名の改正 

     「大和高田市母子医療費助成条例」→「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例」 

  （２） 助成対象者の拡大（第２条関係） 

      次の者を新たに対象とします。 

   ア 配偶者のない男子で現に児童を扶養するもの 

   イ 配偶者のない男子に扶養されている児童 

   ウ 父母のない児童を養育する男子で配偶者のないもの又は未婚のもの 
 （３） 所得制限規定の整備 

      助成対象者の拡大に伴い、助成対象者の所得制限について規定の整備を行います。 
 （４） 他条例の改正（附則） 
     改正前の条例を引用する次に掲げる条例の引用部分を改めます。 
  ア 大和高田市乳幼児医療費助成条例（第３条第２項第４号） 
  イ 大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例（第４条第２号） 

３ 施行期日  
平成２３年８月１日 

公布された条例のあらまし 

条条条条    例例例例    
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と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）と死別した男子で現に婚姻（婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしていないもの又はこ

れに準ずる者（以下「配偶者のない男子」という。）であって対象児童を現に扶養しているも

の 

  ウ ア又はイに掲げる者に現に扶養されている対象児童 

 第２条第２号中「本市内」を「市内」に、「。ただし、本市に住所を有する者に扶養又は養育され

ている前号ア又はイの児童については、この限りでない。」を「（市内に住所を有する者に扶養され、

又は養育されている前号ウ又はエに掲げる者のうち市外に住所を有するものを含む。）」に改め、同

条に次の２号を加える。 

（３） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による被保険者又は規則で定める社会保険

各法（以下「社会保険各法」という。）による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の

被扶養者 

（４） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けていない者 

第３条の２の見出しを「（助成金の支給制限）」に改め、同条第１項第１号中「第２条第１号ア又

はイに該当する児童」を「第２条第１号ウ又はエに掲げる者」に、「児童で」を「対象児童で」に、

「者の」を「ものの」に改め、同項第２号中「第２条第１号ア若しくはイに該当する児童」を「第２

条第１号ウ又はエに掲げる者」に改め、同項第３号中「第１号の者」を「扶養者等」に、「（明治３

１年法律第９号）」を「（明治２９年法律第８９号）」に、「同号の者」を「扶養者等」に、「者並

びにこれら以外の者であって、第２条第１号ア若しくはイに該当する児童又は当該児童」を「もの又

はこれらの者以外の者であって第２条第１号ウ若しくはエに掲げる者若しくは当該者」に、「児童と」

を「者と」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年８月 1日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の

日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の

助成については、なお従前の例による。 

 （大和高田市乳幼児医療費助成条例の一部改正） 

３ 大和高田市乳幼児医療費助成条例（平成８年条例第３２号）の一部を次のように改める。 

  第３条第２項第４号中「大和高田市母子医療費助成条例」を「大和高田市ひとり親家庭等医療費

助成条例」に改める。 

 （大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例の一部改正） 

４ 大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例（平成２０年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２号中「大和高田市母子医療費助成条例」を「大和高田市ひとり親家庭等医療費助成条

例」に改める。 

    

 

 

規則第規則第規則第規則第１１１１１１１１号号号号    

 政治倫理の確立のための大和高田市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する規

則を次のように定める。 

平成２３年３月３１日 

                            大和高田市長 吉 田 誠 克   

   政治倫理の確立のための大和高田市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正する

規規規規    則則則則    
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規則 

 政治倫理の確立のための大和高田市長の資産等の公開に関する条例施行規則（平成７年規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

 様式第３号中「先物取引の事業・雑所得」を「先物取引の事業・譲渡・雑所得」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第１５１５１５１５号号号号    

 大和高田市国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年４月２７日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険運営協議会規則の一部を改正する規則 

 大和高田市国民健康保険運営協議会規則（昭和３６年規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「１年」を「２年」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第１６１６１６１６号号号号    

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年５月２３日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市健康診査等負担金徴収規則の一部を改正する規則 

 大和高田市健康診査等負担金徴収規則（平成１７年規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項の見出し中「平成２２年度」を「平成２３年度」に改め、同項中「平成２２年度」を「平

成２３年度」に、「子宮がん検診又は乳がん検診」を「子宮がん検診、乳がん検診又は大腸がん検診」

に、「「２，０００円」とあるのは、「０円」」を「「２，０００円」とあるのは「０円」と、同表大

腸がん検診の項中「５００円」とあるのは「０円」」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 

 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第５５５５号号号号    

 病院情報システム基本計画策定等支援業務委託事業者選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  平成２３年４月２２日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   病院情報システム基本計画策定等支援業務委託事業者選定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 医療の質及び患者サービスの向上を目指し、地域に根ざした中核病院としての機能をさらに

充実すべく病院情報システムの基本計画策定等を実施するに当たり、最適な事業者を選定するため、

病院情報システム基本計画策定等支援業務委託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

訓訓訓訓    令令令令    
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（１） 病院情報システム基本計画策定等支援業務を委託する事業者（以下「委託事業者」という。）

の選定に関する事項 

（２） その他病院情報システムを再構築するために市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

（１） 病院長 

（２） 事務局長 

（３） 副院長（副院長のうちから、市長が指名する者） 

（４） 診療局長 

（５） 看護局長 

（６） 技術局長 

（７） 総務企画課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外のものを委員とす

ることができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から委託事業者の選定が終了した日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、病院長をもって充てる。 

３ 副委員長は、事務局長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

３ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、大和高田市立病院事務局医療情報企画課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２３年５月１日から施行する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第４２４２４２４２号号号号    

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年告示第３０号）の一部を次のように改正す

告告告告    示示示示    
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る。 

 第３条中第１１号を削り、第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１

号を加える。 

 （９） トラックスケール計量業務員 

 第３条に次の２号を加える。 

 （１２） 子育て支援指導員 

 （１３） 医科医療事務管理士 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

（分限及び懲戒） 

第１２条の２ 臨時職員の分限及び懲戒は、地方公務員法、職員の分限に関する条例（昭和２６年条

例第３６号）及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第３４号）の規定によ

るものとする。 

 第１４条に次の１項を加える。 

２ 臨時職員（月額臨時職員を除く。）が、公務上の災害又は通勤による災害により、療養のため勤

務することができないときは、その勤務することができない日の第３日目までの期間（以下「第３

日目までの期間」という。）につき、休業補償として、労働者災害補償保険法第８条に規定する給

付基礎日額の１００分の６０に相当する金額を支給する。ただし、第３日目までの期間中に、報酬

等の支給を受けた日がある場合は、その日は当該期間に算入しない。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第７条関係）  

職種 月額 日額 時間額 

一般事務職 
短期雇用 ― 5,500円 700円

事務補助、職員代替 ― 6,600円 850円

保育士 160,000円 ― 980円

看護師 こども園又は保育所

勤務の者 

― 10,800円 1,390円

上記以外 ― 7,200円 920円

栄養士 
短大卒 ― 7,200円 920円

大卒、栄養管理士 ― 8,500円 1,090円

手話通訳者   ― 7,200円 920円

保健師   ― 8,500円 1,090円

ケアマネージャー ― 12,000円 1,540円

クリーンセンター技能員 ― 7,000円 900円

トラックスケール計量業務員 ― ― 800円

保育所給食調理員 ― ― 810円

青少年会館指導員 149,800円 ― 850円

子育て支援指導員 ― 7,200円 920円

医科医療事務管理士 ― 12,000円 1,540円

 別表第２中「報酬等月額×１．００」を「報酬等月額×０．９７５（保育士の場合は、報酬等月額 

×０．５）」に、「報酬等月額×１．２０」を「報酬等月額×１．１２５（保育士の場合は、報酬等月 

額×０．５）」に改める。 

附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第４３４３４３４３号号号号    

 大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要綱の一部を改正する 
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告示を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要綱等の一部を改

正する告示 

 （大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要綱（平成１２

年告示第１１０号）の一部を次のように改正する。 

  第１条を次のように改める。 

  （趣旨） 

第１条 この告示は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者

負担額軽減制度事業実施要綱（平成１２年５月１日付け老発第４７４号厚生省老人保健福祉局長

通知別添２。以下「国要綱」という。）に基づき、低所得で生計が困難である者等に対し、介護

保険サービスの利用者負担を軽減した社会福祉法人等に対して予算の範囲内で補助金を交付す

ることについて必要な事項を定めるものとする。 

  第２条第２号中「すべて」を「全て」に改める。 

  第３条第１項中「（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保険者、

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３

０号）による支援給付を受けている者及び」を削り、「すべて」を「全て」に改め、「確認した者」

の次に「並びに生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保険者及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付を受けている者（以下「生活保護受給者等」という。）」を加える。 

  第５条に次の１項を加える。 

 ３ 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者等に対する軽減の割合は、１００分の１００とする。 

 第７条中「要介護被保険者等」を「軽減対象者」に改める。 

  第８条第１項に後段として次のように加える。 

   この場合において、確認申請者が生活保護受給者等である場合は、その旨を証する書類を添付

しなければならない。 

  第８条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、第１項の次に次の１項を

加える。 

 ２ 前項後段の規定にかかわらず、市長は、同項後段の規定により添付すべき書類の内容をその保

有する公簿等により確認することについて当該確認申請者の同意を得られたときは、当該書類の

添付を省略させることができる。 

  第１２条（見出しを含む。）中「提示」を「提出」に改める。 

  第１６条第１項第１号中「平成１２年５月１日老発第４７４号厚生省老人保健福祉局長通知「低

所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置の実施について」の別添３社会福

祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱」

を「国要綱」に改め、同項第４号中「全体」を「全体額」に改める。 

  第２２条中「場合において」を「ときは」に改める。 

  様式第１号から様式第１１号までを次のように改める。 

様式第１号（第８条関係） 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置） 

フ リ ガ ナ  
確 認 番 号 

       

被保険者氏名  
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被保険者番号              

生 年 月 日  年  月  日生 性 別 男  ・  女 

住    所 
〒 

                   電話番号 

利用サービス 
１ 特別養護老人ホーム （旧措置入所者に該当 該当 ・ 非該当） 

２ 在宅サービス （訪問介護の経過措置に該当 該当 ・ 非該当） 

利用者負担額 
軽減申請理由 

 

 
 

氏    名 生 年 月 日 性 別 
生計中心者に○を 
つけてください 

世

帯

構

成 

 世帯主     

 世帯員 

    

    

    

大和高田市長 殿 

  上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の確認を申請します。 
 また、この申請に基づき介護保険課から各担当課に世帯全員の市民税・県民税情報及び年金情
報の閲覧・照会を行われることについては、何ら異議もなく同意します。 

         年  月  日 

        住所 

   申請者                     電話番号 

        氏名          印       

市記入欄 

年 月 日 備     考 

年  月  日 （世帯の所得状況等を把握） 

適 用 年 月 日 

年  月  日から 

有 効 期 限 

年  月  日まで 

様式第２号（第９条関係） 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認決定通知書 
（社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置） 

第     号 

年  月  日 

        殿 

大和高田市長     印  

 先に申請のありました、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請については、下記のとおり決

定しましたので通知します。 

被保険者氏名  被保険者番号           

問合せ先 

決 定 年 月 日 年  月  日  

決 定 事 項 

１ 承 認 す る 

 適用年月日      年  月  日 

 有効期限       年  月  日 

 確認番号         

 承認内容 

２承認しない 理 由 
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様式第３号（第９条関係） 

(表) 

 

社 会 福 祉 法 人 等 利 用 者 負 担 軽 減 確 認 証 

（社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度） 

交付年月日     年   月   日 

確 認 番 号  

受
給

者
 

住 所  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日    年  月  日生 性別 男・女 

介護保険被保険者番号 

（被保険者の記載） 
 

適 用 年 月 日 年   月   日から 

有 効 期 限 年   月   日まで 

軽 減 割 合  

発 行 機 関 名 

及 び 印 
 

(裏)

 
 
 
注

意
事

項
 

  
一
 
次
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
は
、
必
ず
事
前
に
、
こ
の
確
認
証
を
事
業
者
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
二
 
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所

生
活
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介

護
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
で
す
。
 

 
三
 
こ
の
確
認
証
は
、
都
道
府
県
に
申
出
の
あ
っ
た
事
業
者
の
み
有
効
で
す
。
 

 
四
 
前
記
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
の
食
費
、

居
住
費
（
滞
在
費
）
及
び
宿
泊
費
が
、
表
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
軽
減
割
合
に
よ
り
軽
減
さ
れ
ま

す
。
 

 
五
 
介
護
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
軽
減
措
置
の
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
と
き
、
又
は
今
後
、
前
記
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
見
込
み
が
な
い
と
き
若
し
く
は
確
認
証
の

有
効
期
限
に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
の
証
を
大
和
高
田
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

転
出
の
届
出
を
す
る
際
に
は
、
こ
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。
 

 
六
 
こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え
て
、

大
和
高
田
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
 

 
七
 
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。
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様式第４号（第１８条関係） 

第     号 

年  月  日 

補助金交付申請書 

大和高田市長 殿 

所在地            

団体名            

代表者名        印  

    年度における社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業について次のとおり補助金を

交付願いたく、関係書類を添えて申請します。 

記 

 １ 交付申請額    金          円 

 ２ 関係書類 

   （１）    年度社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金額所要額調書 

   （２）    年度資金収支（歳入歳出）予算（内訳）書抄本 

   （３） その他関係書類 

様式第５号（第１９条関係） 

第     号 

年  月  日 

補助金交付決定通知書 

（補助事業者名） 殿 

大和高田市長    印 

 

  年  月  日付け第   号で申請のあった    年度社会福祉法人等による利用者

負担額軽減措置事業について、金       円を下記の条件を付して交付することを決定したの

で通知します。 

記 

 １ この補助金の交付の対象となる事業は、    年  月  日付け第   号で申請のあっ

た事業とし、その内容は補助金交付申請書に記載のとおりとする。 

 ２ 事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

   補助事業に要する経費（軽減総額）          円 

   補助基本額（軽減総額－控除額）           円 

   補助所要額                     円 

   補助金の額                     円 

 ３ 補助事業者は、大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要

綱に従わなければならない。 

様式第６号（第２０条関係） 

第     号 

年  月  日 

補助金変更交付申請書 

大和高田市長 殿 

所在地            

団体名            

代表者名        印  

    年  月  日付け第   号で補助金交付決定通知のあった    年度社会福祉法人
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等による利用者負担額軽減措置事業の内容を変更し、次のとおり補助金を交付願いたく、関係書類を

添えて申請します。 

記 

 １ 交付申請額（変更後  金          円） 

        （変更前  金          円） 

 ２ 関係書類 

   （１）     年度社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金額所要額調書 

   （２）     年度資金収支（歳入歳出）予算（内訳）書抄本 

   （３） その他関係書類 

様式第７号（第２０条関係） 

第     号 

年  月  日 

補助金交付決定変更通知書 

（補助事業者名） 殿 

大和高田市長      印  

    年  月  日付け第   号で変更申請のあった    年度社会福祉法人等による

利用者負担額軽減措置事業について、下記のとおり変更して交付することを決定したので通知します。 

記 

 １ この補助金の交付の対象となる事業は、    年  月  日付け第   号で申請のあっ

た事業とし、その内容は補助金変更交付申請書に記載のとおりとする。 

 ２ 変更後の事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

   補助事業に要する経費（軽減総額）          円 

   補助基本額（軽減総額－控除額）           円 

   補助所要額                     円 

   補助金の額                     円 

   今回増（減）額決定額                円 

 ３ 補助事業者は、大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要

綱に従わなければならない。 

様式第８号（第２１条関係） 

第     号 

年  月  日 

事業実績報告書 

大和高田市長 殿 

所在地            

団体名            

代表者名        印  

 

 

    年  月  日付け第   号で補助金（変更）交付決定のあった    年度社会福祉

法人等による利用者負担額軽減措置事業を完了したので、関係書類を添えて申請します。 

記 

 １ 関係書類 

   （１） 補助金精算調書 

   （２）     年度資金収支（歳入歳出）予算（内訳）書抄本 

   （３） その他関係書類 
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様式第９号（第２２条関係） 

第     号 

年  月  日 

補助金額確定通知書 

（補助事業者名） 殿 

大和高田市長      印  

    年  月  日付け第   号で報告のあった事業実績に基づき、    年度社会福祉

法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金の額を下記のとおり確定したので通知します。 

記 

確定額              円 

様式第１０号（第２３条関係） 

補助金請求書 

金           円也 

 ただし、    年度社会福祉法人等による利用者負担額軽減措置事業補助金 

補助金確定額         円 

（根拠） 

 補助金確定通知 （第  号     年  月  日） 

 上記のとおり補助金を精算払によって交付されたく、請求します。 

年  月  日 

大和高田市長 殿 

所在地            

団体名            

代表者名        印  

様式第１１号（第２４条関係） 

第     号 

年  月  日 

補助金交付決定取消通知書 

（補助事業者名） 殿 

大和高田市長      印  

 

    年  月  日付け第   号で（変更）申請のあった    年度社会福祉法人等によ

る利用者負担額軽減措置事業について、下記のとおり決定したので通知します。 

記 

 １ 補助金額      円を取り消す。 

 （一部取消しの場合） 

 ２ 変更後の事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。 

   補助事業に要する経費（軽減総額）          円 

   補助基本額（軽減総額－控除額）           円 

   補助所要額                     円 

 ３ 取消しの理由 

 （大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要綱の一部を改正す

る告示の一部改正） 

第２条 大和高田市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る補助事業実施要綱の一部を改

正する告示（平成２１年告示第４１号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 
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   附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第５４５４５４５４－－－－２２２２号号号号    

 大和高田市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱を次のように定める。 

  平成２３年４月２２日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第４４条第

１項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予（以下「減免等」という。）の取扱いに関し、

大和高田市国民健康保険条例施行規則（平成１２年規則第７３号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 一部負担金 法第４２条第１項の規定により得られた額のうち入院療養に係る額をいう。 

 （２） 実収入月額 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護の要否判定に用

いられる収入認定額をいう。 

 （３） 基準額 生活保護法の規定の適用があるものとして、同法第１１条第１項第１号から第３

号までに掲げる扶助について同法第８条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例に

より測定した世帯主又はその世帯に属する被保険者（以下「世帯主等」という。）の需要の額の合

算額をいう。 

 （減免等の対象） 

第３条 市長は、世帯主等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、世帯主等の資産及び能力の活用を

図ったにもかかわらず生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主

の申請により一部負担金の減免等を行うことができる。 

 （１） 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又

は資産に重大な損害を受けたとき。 

 （２） 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により収入が減少

したとき。 

 （３） 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 

 （４） 前３号に掲げる事由に類する事由があったとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事実が発生した日の属する月から６月を経過してい 

るときは、一部負担金の減免等をしないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場 

合は、この限りでない。 

 （減免等の基準） 

第４条 一部負担金の減免等に係る基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 世帯主等の実収入月額が基準額を超え、基準額に１００分の１２０を乗じて得た額以下で

あり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の３月分以下である場合は、一部負担金の

２分の１を減額する。 

（２） 世帯主等の実収入月額が基準額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準

額の３月分以下である場合は、一部負担金の支払又は納付を免除する。 

（３） 世帯主等の実収入月額が基準額に１００分の１２０を乗じて得た額を超え、１００分の１

３０を乗じて得た額以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の３月分以下で

ある場合は、一部負担金の徴収を猶予する。 



平成２３年６月１０日（金）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６９号 

 15

２ 前項第３号の規定による徴収猶予は、猶予する期間内に市長が当該一部負担金を確実に徴収する

ことができる見込みがあると認めた場合に限り行うものとする。 

（減免等の期間） 

第５条 一部負担金の減額及び免除の期間は、申請のあった日の属する月以後１２月につき３月以内

とする。ただし、当該世帯の生活状況、入院療養に要する期間等を考慮し、当該期間を超えて減額

又は免除を行う必要があると市長が認めたときは、世帯主の申請に基づき３月以内を限度として延

長することができる。 

２ 一部負担金の徴収猶予の期間は、申請のあった日の属する月を含めて３月以内の一部負担金につ

いて、６月以内の期間を限って行うものとする。 

 （減免等の申請） 

第６条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主（以下「申請者」という。）は、規則第５

条第１項に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

 （１） 医師が発行した入院証明書 

 （２） 生活状況申告書（様式第１号） 

 （３） 給与証明書（様式第２号） 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

 （審査） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、

法第１１３条の規定に基づき、文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うもの

とする。 

２ 市長は、世帯主等が前項の規定による調査に応じないため申請に係る事実の確認ができないとき

は、当該申請を却下することができる。 

 （決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による調査をし、減免等の承認又は不承認を決定し、規則第５条第２項

に規定する通知書により申請者に通知するとともに、承認を受けた申請者には国民健康保険一部負

担金減額・免除・徴収猶予証明書（様式第３号。以下「証明書」という。）を併せて交付するもの

とする。 

２ 市長は、証明書を１月単位で交付するものとする。ただし、承認開始日が当該月の２１日以後で

あるときは、翌月分の証明書を交付することができる。 

 （証明書の提示） 

第９条 証明書の交付を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局（以下「保険医療機関等」という。）

において入院療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該証明書を添えて

当該保険医療機関等に提示しなければならない。 

 （減免等の取消し等） 

第１０条 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該措置を取り消し、又は変更するものとする。 

 （１） 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。 

（２） 資力の回復その他の事情の変化により減免等の措置を行うことが不適当であると認められと 

き又は当該措置を変更する必要があると認められるとき。 

（３） 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定により減免等の措置を取り消し、又は変更したときは、当該世帯主及び当該

保健医療機関等に通知するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により減免等の措置を取り消した場合は、世帯主等からその支払を免れた

額を徴収し、又は徴収猶予をした額を一括して徴収するものとする。 

 （補則） 
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第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年５月１日から施行する。 

様式第１号（第６条関係） 

生活状況申告書 

    年  月  日 

大和高田市長 様 

申告者（世帯主）        印  

 次のとおり、私の世帯の生活状況について偽りのないことを誓約し、申告します。また、必要が

あるときは、世帯主又は世帯に属する被保険者の資産、収入の状況等につき、官公署、銀行、信託

会社、雇主等に対して調査の依頼をすることに同意します。 

収
 
 
 
入
 
 
 
状
 
 
 
況
 

収入の種類 
１ 給与収入 ２ 事業収入 ３ 日雇収入 ４ 仕送り ５家賃・不動産  

６ その他（    ）       いずれかに○ 

収

入

月

額 

今月分実収入額 前月分実収入額 前々月分実収入額 平均実収入額 

円 円 円 円 

※認定    

今

月

分

実

収

入

金

の

内

訳 

総

収

入

額 

給 与 収 入  ※認定  ※控除額内訳 

（必要経費） 年 金 等  

公 的 扶 助 等  

  

小     計 （ ア ）  

控

除

額 

課 税  

  

小     計 （ イ ）  

差引収入額（ア）－（イ） 
 

生

活

費 

生活費 

月 額 
円 

左の生活費月額の内訳を詳しく書いてください。 

（ア）主食費         円 （エ）住宅費       円 

（イ）副食・その他      円 （オ）教育費       円 

（ウ）光熱水費・その他    円 （カ）その他       円 

資
 
 
 
産
 

所 有 地 

（ 地 目 ・ 面 積 ㎡ ） 

借         地 

（ 地 目 ・ 面 積 ㎡ ） 

貸 付 地 

（ 地 目 ・ 面 積 ㎡ ） 
家         屋 

    

そ の 他 

 

預

貯

金 

有
・
無
 

金融機関名 預金の種別 金     額 備     考 

    

    

有

価

証

券 

有

・

無 

種    類 額      面 評価概算額 

  

円 

生

命

保

険 

有

・

無 

契  約  先 契  約   金 保 険 料 

 

円 円 

負

 

債 

具体的にご記入ください。 

住

 

居 

家屋の種類 ・普通家屋    ・寮    ・その他（      ） 

所 有 状 況 ・持家   ・借家   ・間借   ・同居 

家 賃 月             円   ・現物支払又は免除 
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様式第２号（第６条関係） 

給与証明書 

年  月  日 

大和高田市長 様 

（法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地） 

住所 

（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

氏名                       印  

 次のとおり、証明します。 

氏  名  
職名及び職務内容 

 

住  所  

区   分 今月分（  月） 前月分（  月） 前々月分（  月） 

勤 務 （ 就 労 ） 日 数 日 日 日 

給
与

額
 

基 本 給 円 円 円 

日 給 （    日 分 ） 円 円 円 

家族手当（   人） 円 円 円 

手当 円 円 円 

手当 円 円 円 

時 間 外 手 当 円 円 円 

賞 与 等 円 円 円 

    

    

    

小     計 （ イ ） 円 円 円 

控
除

額
 

所 得 税 円 円 円 

市 県 民 税 円 円 円 

健 康 保 険 料 円 円 円 

厚 生 保 険 年 金 料 円 円 円 

そ の 他 保 険 料 円 円 円 

    

    

小     計 （ ア ） 円 円 円 

差引支給額（ア）－（イ） 円 円 円 

摘
要
欄
 

１ 給与の定例支給日  毎月（  日） 

２ 次回の昇給・賞与の予定年月日・金額 

３ 現物給付の品目数量（給与証明期間各月分ごと） 

４ その他（増加・減少等の理由） 

記入上の注意 

 この証明書は、国民健康保険一部負担金の減額、免除、徴収猶予の申請のため、大和高田市に生

活状況等を申告する場合に必要となる添付書類です。 

 今月（月半ばにおいては、見込み）及び前２月の期間におけるすべての給与及び源泉徴収につい

て、それぞれの内訳を記入してください。 

 摘要欄には、次回の昇給・賞与の見通し及び現物給付の状況、支給額に著しい増減のある場合は

その理由等について記入してください。 

様式第３号（第８条関係） 

減  額 

国民健康保険一部負担金 免  除 証明書 

徴収猶予 

被保険者番号        世帯主氏名  

入院療養の給付を

受ける被保険者 
住  所 
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氏  名  

生年月日     年  月  日 世帯主との続柄  

医 療 機 関 

所 在 地 

 

医 療 機 関 

名 称 等 

 

傷 病 名 

（１） 

（２） 

（３） 

発病又

は負傷

年月日 

（１）    年  月  日 

（２）    年  月  日 

（３）    年  月  日 

証 明 事 項 

１ 減  額 減額割合（    ）（一部負担金    割） 

２ 免  除 全額市負担（一部負担なし） 

３ 徴収猶予 医療機関での一部負担金の支払なし 

有 効 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

    年  月  日 

大和高田市長        印  

注意事項 

 １ 入院療養の給付を受ける被保険者は、この証明書を国民健康保険被保険者証に添えて保険

医療機関等に提出してください。 

 ２ 保険医療機関等は、免除・徴収猶予の場合、被保険者から一部負担金を徴収しないでくだ

さい。 

 ３ 保険医療機関等は、減額の場合、本来徴収すべき一部負担金から減額割合に応じた減額分

（円未満切上げ）を差し引いた額を徴収してください。 

 ４ 保険医療機関等は、この証明書をレセプトに添付の上別綴じとし、減額・免除・徴収猶予

された額を診療報酬と合わせて奈良県国民健康保険団体連合会宛てに請求してください。 

 

告示第告示第告示第告示第５５５５５５５５号号号号    

平成２３年５月１１日、次の事件を付議するため、大和高田市議会臨時会を本市議事堂に招集する。 

平成２３年５月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

 報第 １号 専決処分の報告について 

・ 平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第７号） 

・ 平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算   

  （第２号） 

・ 平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

・ 平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 同第 １号 監査委員の選任について 

 議第３５号 大和高田市母子医療費助成条例の一部改正について  

 

告示第告示第告示第告示第５６５６５６５６号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定に 

より自転車等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例

第１０条第１項の規定により告示します。 

  平成２３年５月２日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２３年４月５日、同月６日、同月７日、同月１８日、同月１９日、同月２１日、同月２２日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

告示第告示第告示第告示第５７５７５７５７号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画高度地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準用

する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画

の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類 

   大和都市計画高度地区 

２ 都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

告示第告示第告示第告示第５８５８５８５８号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画準防火地域を変更したので、同法第２１条第２項の規定において準

用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計

画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成２３年５月１０日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類 

   大和都市計画準防火地域 

２ 都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

告示第告示第告示第告示第５９５９５９５９号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画生産緑地地区を変更したので、同法第２１条第２項の規定において

準用する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市

計画の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類 

   大和都市計画生産緑地地区 

２ 都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

告示第告示第告示第告示第６０６０６０６０号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画地区計画を決定したので、同法第２１条第２項の規定において準用

する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画

の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類 

   大和都市計画地区計画 

２ 都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市神楽・池尻地区)市街化区域内 

３ 縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

告示第告示第告示第告示第６１６１６１６１号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、大和都市計画地区計画を決定したので、同法第２１条第２項の規定において準用

する同法第２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画

の図書を公衆の縦覧に供します。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 都市計画の種類 

   大和都市計画地区計画 
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２ 都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市菅原地区)市街化区域内 

３ 縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

 

告示第告示第告示第告示第６６６６２２２２号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２３年５月１６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２３年５月３１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２３年２月３日、同月７日、同月９日、同月１５日、同月１７日、同月２３日、同月２８日 

 

告示第告示第告示第告示第６３６３６３６３号号号号    

 大和高田市子宮頚がん等予防ワクチン接種費用助成要綱を次のように定める。 

  平成２３年５月１６日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市子宮頚がん等予防ワクチン接種費用助成要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、子宮頚がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの予防接

種（以下「ワクチン接種」という。）に要する費用を助成することについて必要な事項を定めるも

のとする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成を受けることができる者は、ワクチン接種を受ける日において、住民基本台帳法（昭和

４２年法律第８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法（昭

和２７年法律第１２５号）の規定により本市の外国人登録原票に登録されている者であって、次の

各号の区分に応じ、当該各号に掲げるもの（以下「接種対象者」という。）の保護者（以下「助成

対象者」という。）とする。 

 （１） 子宮頚がん予防ワクチン 中学１年生から中学３年生までの年齢に相当する女子 

 （２） ヒブワクチン 生後２月以上５歳未満の者 

 （３） 小児用肺炎球菌ワクチン 生後２月以上５歳未満の者 

 （助成金の額） 

第３条 助成金の額は、ワクチン接種１回につき、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額とす

る。 

（１） 子宮頚がん予防ワクチン １４，４３９円 

（２） ヒブワクチン ８，０５２円 

（３） 小児用肺炎球菌ワクチン １０，１６７円 
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２ 前項の規定にかかわらず、接種対象者の属する世帯が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

の規定による被保護世帯であるときは、ワクチン接種費用の全額を助成する。 

 （助成対象接種回数） 

第４条 助成金の支給の対象となるワクチン接種の回数は、接種対象者１人につき３回を限度とする。 

 （接種） 

第５条 助成対象者は、接種対象者がワクチン接種を受けるときは、接種機関（市と社団法人奈良県

医師会との間で締結するワクチン接種に関する契約書に規定する接種機関をいう。以下同じ。）に

対し、別に定めるワクチン接種予診票（以下「予診票」という。）及び母子健康保健法（昭和４０

年法律第１４１号）第１６条第１項に規定する母子健康手帳を提出しなければならない。 

２ 助成対象者（その世帯が被保護世帯である者を除く。）は、前項の規定により接種対象者がワクチ

ン接種を受けたときは、接種機関に対し、当該ワクチン接種に係る接種費用の額から助成金として

当該助成対象者に支給されるべき額を控除して得た額を支払わなければならない。 

３ 接種機関は、接種対象者がワクチン接種を受けたときは、助成対象者に別に定めるワクチン接種

済証を交付するものとする。 

 （ワクチン接種費の請求及び支払） 

第６条 市長は、前条の規定により接種対象者がワクチン接種を受けたときは、助成対象者が接種機

関に支払うべき接種費用のうち助成金として当該助成対象者に支給すべき額について、当該助成対

象者に代わり、当該接種機関に支払うものとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対して助成金の支給があったものとみなす。 

３ 接種機関は、第１項の規定による支払を受けようとするときは、請求書及び実施報告書に助成対

象者が提出した予診票の写しを添付し、毎月分を取りまとめて翌月の１０日までに助成金を市長に

請求するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、助成金相当額を委託料とし

て接種機関に支払うものとする。 

 （償還払い） 

第７条 市長は、次に掲げる場合において、助成対象者に対して償還払いにより助成することができ

る。 

 （１） 接種対象者がやむを得ない事由により接種機関以外の医療機関でワクチン接種を受けた場

合 

 （２） 助成対象者が接種機関でワクチン接種に実際に要した費用の全額を支払った場合 

２ 助成対象者は、前項の規定に基づき償還払いにより助成を受けようとするときは、別に定めるワ

クチン接種費用請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 （１） ワクチン接種費用を支払った医療機関が発行する領収書 

 （２） ワクチン接種済証又は当該予防接種の記録を確認できる母子健康手帳 

 （３） 健康保険証等申請者本人であることを確認できる書類 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （事故防止等） 

第８条 接種機関は、ワクチン接種の実施に当たり、事故防止のため万全を期するものとし、実施中

に事故等が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。 

 （健康被害の救済） 

第９条 市長は、接種対象者が接種機関においてワクチン接種を受け、障害者となり、又は死亡した

場合等において、当該健康被害が当該ワクチン接種を受けたことによるものであると認めた場合は、

その健康被害の状況に応じて加入保険により給付を行うものとする。 

（委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 
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    附 則 

  （施行期日等） 

１ この告示は、告示の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 （ワクチン接種の特例） 

２ 第２条の規定にかかわらず、当分の間、東北地方太平洋沖地震による被災地の避難者が本市にお

いてワクチン接種を受けようとする場合は、当該避難者をこの告示による接種対象者とみなして、

ワクチン接種に要する費用の助成を行うことができる。 

 

告示第告示第告示第告示第６４６４６４６４    号号号号    

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２３年５月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ ホームソリューション（株） はり札 ２ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

２ 綿松ハウジング はり札 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

３ 日本共産党 はり札 １３ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

４ 自由民主党 はり札 ４ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

５ 理創住販（有） はり札 ４ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

６ （有）明日香開発 はり札 ６ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

７ 東武建設 はり札 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

８ （株）大地不動産 はり札 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 市役所西駐車場 

９ （有）奈良アシスト はり札 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

１０ 奈良ミユキハウス建設（株） はり札 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

１１ 
不動産０９０－５０４０－

３０８７ 
立看板 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

１２ 
不動産０９０－１９６２－

５５６６ 
立看板 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

１３ 
不動産０９０－５１５５－

５５８８ 
立看板 １ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

１４ 堀田晃和（株） 立看板 ９ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

１５ 三貴ホームサービス（株） のぼり １ 市内 ５／１９ ５／１９ 西駐車場市役所 

問い合わせ先  環境建設部 都市計画課   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

告示第告示第告示第告示第６５６５６５６５号号号号    

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２３年５月３１日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成２３年５月３１日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号） 

２ 平成２３年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２３年度大和高田市の住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４５，７０８千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３０１，７０８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

平成２３年度大和高田市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）専決処分 

平成２３年度大和高田市の駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３４，４５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２７８，４５１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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告示第告示第告示第告示第６６６６６６６６号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２３年５月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため 

２．移動年月日 

平成２３年５月９日、同月１２日、同月１７日、同月１９日、同月２３日、同月２５日、同月３

１日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根・大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時  

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 
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（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第公告第公告第公告第５４５４５４５４号号号号    

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第６条第６項（農業経営基盤の強化のための

関係法律の整備に関する法律（平成５年法律第７０号）附則第２条第２項）の規定により、農業経営

基盤強化基本構想を変更したので、同条第７項の規定により公告する。 

  平成２３年５月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公公公公告告告告第第第第５５５５５５５５号号号号    

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による都市計画事業の事業計画の

変更図書の写しの送付を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 施行者の名称 

 奈良県 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

大和都市計画下水道事業大和川上流流域下水道 

３ 事業施行期間 

    自 昭和４６年３月２５日 

    至 平成３０年３月３１日 

４ 事業地 

    収用の部分 変更なし 

使用の部分 変更なし 

５ 縦覧場所 

大和高田市上下水道部下水道課 

 

公公公公告告告告第第第第５６５６５６５６号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年５月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 大和高田市文化会館総合管理等業務委託 

２ 履行場所 大和高田市文化会館 

公公公公    告告告告    
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３ 履行期間 平成２３年７月１日から平成２６年６月３０日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けていない者であること。 

（３）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（４）平成２３・２４・２５年度本市競争入札参加資格者名簿（清掃・警備・建物

管理等業務）に種目「警備」又は「建物管理」で登録していること。 

（５）奈良県内に本店を有する者であること。 

（６）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）

第１２条の２第１項第８号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受

けている者であること。 

（７）警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条に規定する公安委員会の認定

を受けている者であること。 

（８）建築物環境衛生管理技術者の国家資格を有する者を、専任で常勤職員から配

置することができる者であること。 

（９）警備業法第２２条の規定に基づく警備員指導教育責任者（業務の区分１号業

務）を、常勤職員から配置することができる者であること。 

※（８）と（９）とを兼任することはできません。 

（１０）当該業務を仕様書に基づき人員を配置し、確実に業務を履行できる者であ

ること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）上記「５ 入札参加資格要件」の（６）については登録証明証の写しを、（７）

については警備業認定証の写しを、提出してください。 

（３）上記「５ 入札参加資格要件」の（８）については配置予定者の建築物環境

衛生管理技術者の資格証の写しを、（９）については配置予定者の警備業務区分１

号業務の警備員指導教育責任者資格者証の写しを、配置予定者が常勤職員である

証明書（雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は社会保険加入証明書の写し）

を各々添付して提出してください。 

（４）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（５）受付期間   平成２３年５月２０日（金）から平成２３年５月３０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（６）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（７）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年５月３１日（火）まで（随時） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 



平成２３年６月１０日（金）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６９号 

 28

８ 入札説明

書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間   平成２３年５月２０日（金）から平成２３年５月３０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

（４）費用の負担   配布に係る費用は、頂きません。 

（５）特記仕様書及び設計書の返却 

特記仕様書及び設計書は、入札執行までに返却願います。 

９ 設備詳細

仕様書の閲

覧及び貸出

し 

設備詳細仕様書の閲覧又は貸出しを行います。 

設備詳細仕様書の閲覧又は貸出しを希望者に対し、１日以内に限り行います。ま

た、貸出しには、事前に予約が必要となります。 

１０ 入札説

明書（仕

様書）及

び設備詳

細仕様書

について

の質疑応

答 

入札説明書（仕様書）及び設備詳細仕様書についての質疑は、本市ホームページ

に掲載の質疑応答票によりＦＡＸで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年５月２０日（金）から平成２３年６月１日（水）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答方法及び期日 

回答は、本市ホームページ（入札公告欄）により随時行うものとし、平成２

３年６月３日（金）午後５時までに完了するものとする。 

１１ 入札執

行の場所

及び日時 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年６月１０日（金）午前１１時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 本庁舎３階西会議室 

１２ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１３ 入札保

証金 

免除します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者

とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限価格 

設定しません。 

１８ 開札結

果等の公

表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第５７５７５７５７号号号号    
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２３年５月３１日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 物品名 大和高田市水道事業エアコン購入 

２ 設置場所 大和高田市上下水道部内 

３ 設置期間 契約締結の日から６か月以内 

４ 物品内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市建設工事等競争入札参加資格者名簿の電気工事若しくは管工事（空

調）又は大和高田市物品購入等競争入札参加資格者名簿の（冷暖房機器・空調機

器）に登録されている者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（５）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２３年５月３１日（火）から平成２３年６月６日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年６月７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間   平成２３年５月３１日（火）から平成２３年６月６日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 
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９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年５月３１日（火）から平成２３年６月９日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２３年６月９日（木）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２３年６月１３日（月）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年６月１４日（火）午前１０時００分から 

（２）場所   大和高田市役所 別棟２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧 

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、この公告に示した物品の納入を履行できると大和高田市長が判断した

入札者であって、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行っ

た者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限価格 

設定しません。 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第７７７７号号号号のののの２２２２    

 大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    
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  平成２３年４月１日 

                             大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市教育委員会臨時職員の任用等に関する要綱（平成１６年教育委員会告示第５号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 高等学校講師に特殊勤務手当を支給する。 

第８条中「無給休暇」の次に「、分限、懲戒」を加える。 

別表を次のように改める。 

 別表（第７条関係） 

職種 月額 日額 時間額 

一般事務職 
短期雇用 ― 5,500円 700円

事務補助、職員代替 ― 6,600円 850円

営繕技能職 ― 8,300円 1,070円

給食調理員 ― 5,700円 810円

社会教育指導員 149,800円 ― ―

中学校講師 ― ― 2,500円

小学校講師 大卒 186,368円 ― ―

 短大卒 161,096円 ― ―

幼稚園講師 161,096円 8,000円 1,030円

小中学校及び幼稚園の補助員 ― ― 1,250円

高等学校講師 196,872円 ― 2,500円

高等学校実習助手 168,688円 ― 2,000円

高等学校クラブ活動指導員 ― ― 2,000円

特別支援学級支援講師 ― ― 1,250円

学校栄養士 大卒、栄養管理士 ― 8,500円 1,090円

 短大卒 ― 7,200円 920円

学校用務員（校務員） ― 6,600円 850円

発掘作業員 160,500円 10,200円 1,310円

発掘作業補助員 ― 8,300円 1,070円

発掘品整理作業員 ― 6,100円 780円

アートマネージャー ― 8,500円 1,090円

附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第１０１０１０１０号号号号    

 大和高田市公民館自主グループ活動要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２３年５月１６日 

                             大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

   大和高田市公民館自主グループ活動要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市公民館自主グループ活動要綱（平成５年教育委員会告示第７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「要綱」を「告示」に、「ことを目的とする」を「もの
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とする」に改める。 

 第２条中「はぐくみ」を「育み」に改める。 

 第３条中「グループは次の」を「グループは、次に掲げる」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

 （構成等） 

第４条 グループは、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。 

 （１） １０名以上の会員で構成されていること。 

 （２） 会員が市内に居住し、通勤し、又は通学する者であること。 

 （３） グループ以外の者が当該グループ活動に参加を希望するときは、その活動に支障のない限

り随時加入できること。 

 第５条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加え、同条第３項中「変更の」を「変更が」に

改める。 

 第７条中「場合には」を「場合は」に改める。 

 第９条中「１グループ」の次に「につき」を加える。 

 第１０条中「公の」を削り、「又は施設」を「、施設」に改める。 

 第１１条中「要綱」を「告示」に改める。 

 第１２条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「要綱」を「告示」に改める。 

 別記様式中「大和高田市立」を「大和高田市教育委員会」に改め、 

「 （氏名） 

  （住所） 

（電話） 」を 

「 （住所） 

（氏名） 

（電話） 」に改める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第１１１１１１１１号号号号    

 大和高田市教育委員会６月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２３年５月３１日 

                             大和高田市教育委員会 

委員長 村 井 善 治   

記 

 日 時  平成２３年６月６日（月）午後２時００分 

 場 所  中央公民館 １階 視聴覚室 

 議 案  第１号 平成２３・２４年度大和高田市社会教育委員委嘱（案）について 

第２号 第５３回大和高田市美術展覧会開催要項（案）について 

第３号 第２８回大和高田市スポーツ少年大会開催要項（案）について 

第４号 第５８回近畿高等学校バスケットボール選手権大会について 

第５号 後援願いについて 

第６号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６４６４６４６４号号号号    

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年５月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年５月６日（金）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

 ３ 議 案  第１号 平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選挙の選挙結果に係る異 

議の申立てについて 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６５６５６５６５号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年５月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年５月１２日（木）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

 ３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６６６６６６６６号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙における各候補者から提出のあった選挙運動に関す

る収入及び支出の要旨を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定により次

のとおり公表します。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６７６７６７６７号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選挙における各候補者から提出のあった選挙運動

に関する収入及び支出の要旨を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定に

より次のとおり公表します。 

  平成２３年５月１０日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   
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平成２３年６月１０日（金）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６９号 

 56
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６８６８６８６８号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年５月１８日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年５月２２日（日）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 
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       大和高田市役所 ４階 東会議室 

 ３ 議 案  第１号 大和高田市議会議員選挙に対する異議の申立てについて 

        第２号 大和高田市農業委員会委員一般選挙について 

       第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６９６９６９６９号号号号    

 平成２３年４月２７日付けをもって提起された平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選

挙に係る異議申出について別紙のとおり決定し、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１５

条の規定により別紙のとおり告示する。 

  平成２３年５月２３日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第７０７０７０７０号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年５月２６日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１ 日 時  平成２３年６月２日（木）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ４階 会議室 

 ３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 選挙人名簿の定時登録について             

       第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第７１７１７１７１号号号号    

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項及び第３０条の７第１項の規定により、

平成２３年６月３日から平成２３年６月７日までの間、縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名、

及び住所等を記載した書面並びに在外人名簿に登録した者の氏名及び経由領事官の名称等を記載した

書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

  平成２３年５月３０日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

記 

 縦覧場所 大和高田市大字大中１００番地の１ 

      大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

 

 

農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第６６６６号号号号    

 大和高田市農業委員会６月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年５月２６日 

大和高田市農業委員会 

会長 水 井 豊   

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    
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日 時  平成２３年６月６日（月）午後３時 

場 所  大和高田市役所 ３階 東会議室 

  議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件（委員会許可） 

       第２号 農地法第３条第１項について申請の件（知事許可） 

       第３号 農地法第５条規定による申請の件 

       第４号 農地法第１８条第６項について通知の件 

       第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画に

ついて 

       第６号 その他 

 

 

 

公平委員会規則第公平委員会規則第公平委員会規則第公平委員会規則第２２２２号号号号    

 大和高田市公平委員会議事規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市公平委員会 

委員長 阪 口 治   

   大和高田市公平委員会議事規則の一部を改正する規則 

 大和高田市公平委員会議事規則（昭和２６年公平委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「。以下「法」という。」を削る。 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

 （会議） 

第２条 委員会の会議は、委員長において必要があると認めたとき、又は委員から請求があったとき、

委員長が招集する。 

 （会議の通知） 

第３条 委員長は、会議の開催日時、場所、議案その他必要な事項をあらかじめ委員に通知するもの

とする。 

 第５条を次のように改める。 

 （意見の聴取等） 

第５条 委員長は、会議のため必要があると認めたときは、関係職員その他関係人の出席を求めて意

見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 第７条第１項及び第２項を次のように改める。 

  議事録は、事務職員が作成する。 

２ 前項の議事録には、出席全委員の署名、押印を受けなければならない。 

 第７条第３項中「記入」を「記載」に改め、同項第１号を次のように改める。 

 （１） 会議の開催年月日、開閉時刻及び場所 

 第７条第３項第８号中「前各号」の次に「に掲げるもの」を加え、同号を同項第９号とし、同項第

７号を第８号とし、同項第６号中「可決」を「採決」に改め、同号を同項第７号とし、同項中第２号

から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

 （２） 会議に出席した委員及び欠席した委員の氏名 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月 1日から施行する。 

公平委員会公平委員会公平委員会公平委員会    
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水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第５５５５号号号号    

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２３年６月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名        代表者名    所在地 

大東設備工業株式会社 大東 浩之   奈良県奈良市紀寺町８０７番地の３ 

 

水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第６６６６号号号号    

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第７条の規定

により、次の者から大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者の廃止の届出がありましたので、同

規程第１０条第２号の規定により告示する。 

平成２３年６月１日 

大和高田市水道事業管理者 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名        代表者名    所在地 

高田水道工業所    田中 進    奈良県大和高田市曙町１５番４０号 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営企業公営企業公営企業公営企業    


